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(1)公益的市民活動に関する報告(各団体から)

(4)健 康の森公益的市民活動交付金交付要綱改定 (案 )について (事務局から)

資料 3 健康の森公益的市民活動交付金交付要綱改定 (案 )

3.そ の他

4.閉 会

日 時 :令和 4年  3月 22日 (火)14時
場 所 :ま ちづ くり協会 ビル  3階 A会議室
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(2)公 園整備工事に関する報告 (西北部総合整備事務所から)

(3) 「遠藤笹窪谷公園愛護会」の加入について (事務局から)

資料 1 公園平面図

資料 2 菖蒲池 健康の森管理運営協議会 (案 )

(5)フ ットパスパンフレットについて (西北部総合整備事務所から)
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菖濫池の運営イメージ
管理運営協議会 (案 )

地 元 組 織

花菖蒲の管理
【2面】

約1,200ぽ

カキツバタの管理
【2面】

約1,100ピ

水田の管理
【1面】
約400ゴ

花菖蒲の班長 カキツバタの班長 水田の班長

学  生
(近隣の学校へ依頼)

地元住民
(地元自治会へ声掛け)

ボランティア
(広報・HPで募集 )
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別紙 1

藤沢市健康の森公益的市民活動交付金交付要綱(案)

(趣 旨)

第 1条 この要綱は,藤沢市市民活動推進条例 (平成 13年藤沢市条例第8号)の基本

理念を踏まえ,健康の森基本計画 (平成 24年 3月 藤沢市策定)に定める健康の森第

二期整備区域において、健康の森基本計画の実現に資する公益的な市民活動を行う団

体の事業を対象に交付金を交付することについて,藤沢市補助金交付規則 (昭和 35

年藤沢市規則第 11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象活動の要件 )

第 2条 この交付金を充てることができる活動は,平成 24年 3月 に策定された健康の

森基本計画を実現するために必要な,里山再生及び自然環境を活かした地域活性化に

資する活動であって,次の各号のいずれにも該当するものをいう。

〈1)宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする

活動でないこと。

〈2)政治上の主義を推進 し,支持 し,又はこれに反対することを目的とする活動でな

いこと。

(3)特定の公職 (公職選挙法 (昭和 25年法律第 100号)第 3条に規定する公職を

いう。以下同じ。)の候補者 (当 該候補者になろうとする者を含む。)若 しくは公職

にある者又は政党を推薦 し,支持 し,又はこれらに反対することを目的とする活動

でないこと。

(4)他の制度による補助金等の交付を受けている活動でないこと。

(対象団体の要件 )

第 3条 交付金の対象となる活動の実施団体は,次に掲げる要件の全てを備えていなけ

ればならない。

(1)藤沢市内に活動拠点及び連絡場所を有していること。

(2)藤沢市民が 5人以上構成員となつていること。

(3)団体の設立目的,組織,代表者等に関する定めがあること。

(4)健康の森管理運営協議会の委員が構成員となつていること。

(対象経費)

第4条この交付金を充てることができる経費は,活動を実施するために直接必要なもの

とし,事業に関係のない事務員の人件費,管理費 (団体事務所の賃借料,光熱費等)

等の経費は対象としない。



(交付金交付の申請手続き)

第 6条 交付の対象 となる活動を実施 し,及び交付金の交付を受けようとする団体は,

公益的市民活動交付金交付申請書 (第 3号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に

提出しなければならない。

(1)活動計画書 (第 1号様式)

(2)収支予算書 (第 2号様式)

(3)団体概要書

(4)その他市長が必要と認める書類

(交付金交付の決定)

第 7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査して,

適当と認めるものについて,予算の範囲内において交付金額を決定し,公益的市民活

動交付金交付決定通知書 (第 4号様式)に より,当該団体に通知するものとする。

(交付金の支払い)

第 8条 補助金の交付時期は,事業の完了後とする。ただし,市長が特に必要と認めた

ときは,当該事業につき 3回に限り,事業が完了した部分について補助金の一部を交

付することができる。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとするものは,別に定める請求書を市長

に提出しなければならない。

3 第 1項ただし書の規定により補助金の一部交付を受けようとするものは,前項の規

定による請求の前に,第 10条の規定に基づき事業の一部完了を市長に報告 し,確認

を受けなければならない。

4 交付金の支払いは,第 2項の請求があった日から起算 して 30日 以内に行 う。

(事業実績報告等)

第 9条 交付の対象となる活動を完了した団体は,公益的市民活動事業実績報告書 (第

5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

〈1)収支決算書 (第 6号様式)

(2)前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の団体は,健康の森管理運営協議会において事業報告をするものとする。

(交付金額等)

第 5条  交付金交付の金額は,別表のとおりとし,毎年度予算の範囲内において,市

長が定める額とする。

2 前項の規定により算出した交付金の額に千円未満の端数があるときは,その端数金

額を切 り捨てるものとする。



(事業部分完了確認等)

第 10条 交付の対象となる活動の一部を実施 し,事業が完了 した部分について補助金

の一部交付を受けようとするものは,公益的市民活動事業部分完了報告書 (第 7号様

式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,事業の一部完了の確認を受け

なければならない。

(検査及び現地調査 )

第 11条 市長は,第 9条の規定による公益的市民活動事業実績報告書の提出又は

第 10条の規定による公益的市民活動事業部分完了報告書の提出を受けたときは,

10日 以内に,その報告に係る事業の成果が交付金交付決定内容及びこれに付 した条

件に適合しているかを現地調査等により検査するものとする。

(補則 )

第 13条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に必要な事項は,市長が別に定

める。

附 則

この要綱は,

この要綱は,

この要綱は,

この要綱は,

平成 25年 4月 25日 から施行する。

平成 28年 4月 25日 から施行する。

平成 30年 4月 20日 から施行する。

令和 4年  月  日から施行する。

(書類の整備,保存)

第 12条 交付を受けた団体は,交付金に係る経理を明確にし,関係書類を交付金の支

払いを受けた日の属する年度の翌年度から5年間,整理して保存しておかなければな

らない。



別表 (第 5条関係 )

団体の区分 交付金額 交付金の上限

特定非営利活動法人及び健

康の森第二期整備区域内に

設置する公園で愛護活動を

する藤沢市が認めた団体

市長が第 4条の対象

経費 として適正 と認

めた額とする。

対象活動に要する経費として ,

活動区域の面積,活動の内容及

び当該活動に要す る経費を勘

案 して市が算定 した額に 1/
2を乗じて得た金額 とする。た

だし,当該金額が対象経費の総

額を上回る場合は,当該総額を

上限とする。なお,機械器具類

購入費その他活動を開始する

ために必要な経費については,

当該金額を超えて交付金 を交

付することができる。

健康の森第二期整備区域に

おいて,里山再生及び自然

環境を活かした地域活性化

に資する活動を行った実績

のある団体 (特定非営利活

動法人を除く。 )

市長が第 4条 の対象

経費 として適正 と認

めた額 とする。

対象活動に要する経費として ,

活動区域の面積,活動の内容及

び当該活動に要す る経費を勘

案 して市が算定 した額に 1/
2を乗 じて得た金額とする。た

だし,当該金額が対象経費の総

額を上回る場合は,当該総額を

上限とする。

健康の森第二期整備区域に

おいて,里山再生及び自然

環境を活かした地域活性化

に資する活動を行った実績

のない団体 (特定非営利活

動法人及び健康の森第二期

整備区域内に設置する公園

で愛護活動をする藤沢市が

認めた団体を除く。 )

市長が第 4条 の対象

経費 として適正 と認

めた額とする。

10万円を超えない範囲で,対

象活動に要する経費として,活

動区域の面積,活動の内容及び

当該活動に要する経費を勘案

して市が算定 した額に 1/2
を乗 じて得た金額とする。ただ

し,当該金額が対象経費の総額

を上回る場合は,当該総額を上

限とする。なお,機械器具類購

入費その他活動を開始す るた

めに必要な経費については,当

該金額を超 えて交付金 を交付

することができる。


